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（
法
務
委
員
会
）

非
訟
事
件
手
続
法
案
（
閣
法
第
五
四
号
）
（
先
議
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
非
訟
事
件
の
手
続
を
国
民
に
と
っ
て
利
用
し
や
す
く
、
現
代
社
会
に
適
合
し
た
内
容
の
も
の
に
す
る
た
め
、

非
訟
事
件
の
手
続
に
関
す
る
法
制
に
つ
い
て
、
管
轄
、
当
事
者
及
び
代
理
人
、
審
理
及
び
裁
判
の
手
続
、
不
服
申
立
て
等
の
手

続
の
基
本
的
事
項
に
関
す
る
規
定
を
整
備
し
、
参
加
、
記
録
の
閲
覧
謄
写
、
電
話
会
議
シ
ス
テ
ム
等
に
よ
る
手
続
、
和
解
等
の

当
事
者
等
の
手
続
保
障
の
拡
充
と
そ
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
諸
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
国
民
に
理
解
し
や
す

い
法
制
と
す
る
た
め
こ
れ
を
現
代
用
語
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

手
続
の
基
本
に
関
す
る
規
定
の
整
備

管
轄
、
代
理
及
び
不
服
申
立
て
な
ど
非
訟
事
件
の
手
続
の
基
本
に
関
す
る
規
定
を
、
民
事
訴
訟
法
を
踏
ま
え
て
整
備
す
る
。

二

当
事
者
等
の
手
続
保
障
に
関
す
る
制
度
の
拡
充

当
事
者
や
裁
判
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
者
の
手
続
保
障
を
図
る
た
め
に
、
参
加
や
記
録
の
閲
覧
等
に
つ
い
て
の
手
続
を
創

設
す
る
ほ
か
、
調
書
の
作
成
等
に
つ
い
て
の
規
定
を
整
備
す
る
。

三

当
事
者
の
便
宜
を
図
る
た
め
の
制
度
の
創
設



- 2 -

当
事
者
の
便
宜
を
図
る
た
め
に
、
電
話
会
議
シ
ス
テ
ム
及
び
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
ほ
か
、
和
解
制
度
を
創

設
す
る
。

四

そ
の
他

表
記
を
現
代
語
化
す
る
等
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

五

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


